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令和５年第２回定例会議事日程（第２号） 

 

令和５年６月９日（金） 

午 前 10時 00分 開 議  

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 議案第31号 吉富町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第３ 議案第32号 吉富町奨学金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第４ 議案第33号 令和５年度吉富町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第５ 議案第34号 令和５年度吉富町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第６ 議案第35号 令和５年度吉富町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第７ 議案第36号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第８ 議案第37号 農業委員会委員の任命について 

 日程第９ 報告第２号 繰越明許費繰越計算書について（一般会計） 

 日程第10 報告第３号 繰越計算書について（水道事業会計） 

 日程第11 報告第４号 繰越計算書について（下水道事業会計） 

 日程第12 報告第５号 経営状況の報告について（土地開発公社） 
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た者の職氏名     総務財政課長 奥本 仁志   建設課主幹 南  博己 
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午前10時02分開議 

○議長（山本 定生君）  ただいまの出席議員は１０名で定足数にいたしております。 

これから本日の会議を開きます。 

 なお、本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（山本 定生君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、角畑議員、向野議員の２名を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．議案第３１号 吉富町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

            の制定について 

○議長（山本 定生君）  日程第２、議案第３１号吉富町子ども医療費の支給に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  それでは、御説明をいたします。議案書１ページをお願いい

たします。 

 議案第３１号吉富町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございます。 

 この条例は、現行の子ども医療費の適用を受けることができる者は、乳幼児から１５歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にある者までと規定していますが、新型コロナウイルス感

染症の長期化や国際情勢の不安による原油価格及び物価高騰の影響に対して、本町が推進してい

ます安心して子育てができるまちづくりの中で子供たちが健やかに成長できるよう、子育て世帯

を応援し経済的支援をすることを目的として、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者まで適用対象者を拡充したいので、本条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、条文の説明を行います。議案書の２ページ、併せまして、附属資料１ページの新旧

対照表をお願いいたします。 

 吉富町子ども医療費の支給に関する条例（平成２２年条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第３号中、１５歳を１８歳に改める。対象者を１５歳の中学生から１８歳高校生に引き

上げるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は令和５年１０月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 
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○議長（山本 定生君）  これより質疑に入ります。本案に対して、質疑はありませんか。横川議

員。 

○議員（６番 横川 清一君）  おはようございます。 

 この対象者は何名になりますか。 

○議長（山本 定生君）  子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  お答えします。 

 新たに増えるのは約４００名弱になるのではないかと、今のところ想定しております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ほかに御質疑はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  医療費の無料化の対象者の変更というか、増で大変歓迎しており

ます。吉富町の場合、一部負担が今もあるんですけれども、そのことについては何かお考えがあ

れば教えてください。 

○議長（山本 定生君）  子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  お答えいたします。 

 一部負担、初診料については、現在、残すようにしております。これにつきましては、初診料

まで無償化すると、ほかのところにいろいろ確認しますが、やみくもに、もう何もなく、ちょっ

としたことでかかるということで、初診料に関しては今までどおり、現行どおり８００円のやつ

は残すということで予定をしております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３１号は、福祉産業建設委員会に付

託したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３１号吉富町子ども医療費の支

給に関する条例の一部を改正する条例の制定については、福祉産業建設委員会に付託することに

決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議案第３２号 吉富町奨学金条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（山本 定生君）  日程第３、議案第３２号吉富町奨学金条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 
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 担当課長に内容の説明を求めます。教務課長。 

○教務課長（鍛治 幸平君）  それでは、御説明いたします。議案書３ページをお願いいたします。 

 吉富町奨学金条例の一部を改正する条例であります。 

 今回の見直しは、より客観的で、申請者の状況を踏まえた審議を行うことを目的に、奨学金運

営審議会委員の改正を行うものでございます。 

 議案書４ページ並びに附属資料２ページ、資料ナンバー１、吉富町奨学金条例新旧対照表を併

せて御覧ください。 

 条文の改正について説明しております。 

 吉富町奨学金条例（昭和４７年条例第１２４号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項の表の会長の項、選任の方法の欄中、「町長」を「教育長」に改め、同表、委員

のほう、職名及び定数の欄中、「６人」を「１９人以内」に改める。同項、選任の方法の欄中、

「議会の議長、副議長及び総務文教委員長の職にある者、教育長の職にある者、中学校長並びに

民生委員会の代表」を「中学校長及び民生委員、児童委員」に改める。 

 第６条に次の１項を加える。第３項、前項の民生委員、児童委員の職にある者のうち、当該審

議会に出席する委員は審議対象となる申請者が在住する地区の担当委員とする。 

 第７条、第１項中、「委員」を「出席対象委員」に改める。 

 民生委員、児童委員は、現在、町内に１８地区、１人ずつ１８人おりますが、奨学金申請が、

例えば、町内５地区からあった場合は、出席対象委員は、会長、副会長、中学校長、民生委員、

児童委員５人の合計８人とするものであります。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。 

 以上で説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  これより質疑に入ります。本案に対して質疑はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  今回の改正について、今までのことを変えるんですけれども、今

までの中で、何かこう不都合があったとか、批判があったとか、そういったことがあったんでし

ょうか。今度、変える理由というか、契機になったことが何かあれば御報告願います。 

○議長（山本 定生君）  教務課長。 

○教務課長（鍛治 幸平君）  今までの審議の中で、不都合とかそういうことがあったことはござ

いませんが、運営審議会を進めていく中で、やっぱり、今回、町長、議員の３名の方を審議会か

ら外すというふうな改定を行っているんですけれども、審議会を行う中で、選挙で選ばれた方と

いうのは、なかなか審議会の中でも意見を申しづらいとか、判断に苦慮するとか、そういう意見

を頂きました。 
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 そういった中で、教育委員会の中で、議論を重ねまして、より地元のことを知っている、地元

選出の民生委員がいいのではないかという、また、民生委員というのは守秘義務を持つので、そ

の方を選定させていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  ほかに御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３２号は、総務文教委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３２号吉富町奨学金条例の一部

を改正する条例の制定については、総務文教委員会に付託することに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議案第３３号 令和５年度吉富町一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（山本 定生君）  日程第４、議案第３３号令和５年度吉富町一般会計補正予算（第２号）

についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第３３号については、本日の質疑を省略

し、予算決算委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３３号令和５年度吉富町一般会

計補正予算（第２号）については、本日の質疑を省略し、予算決算委員会に付託することに決し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第３４号 令和５年度吉富町水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（山本 定生君）  日程第５、議案第３４号令和５年度吉富町水道事業会計補正予算（第

１号）についてを議題といたします。 

 これから質疑に入ります。 

 補正予算書、１ページ。 

 補正予算実施計画、収益的収入及び支出、２ページ。 

 予定貸借対照表、３ページ、４ページ。 

 補正予算明細書、収益的収入及び支出、５ページ。 

 給与費明細書、６ページ、７ページ。 
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 以上、補正予算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第３４号は、福祉産業建設委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３４号令和５年度吉富町水道事

業会計補正予算（第１号）については、福祉産業建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議案第３５号 令和５年度吉富町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（山本 定生君）  日程第６、議案第３５号令和５年度吉富町下水道事業会計補正予算（第

１号）についてを議題といたします。 

 これから質疑に入ります。 

 補正予算書、１ページ。 

 補正予算実施計画、収益的収入及び支出、２ページ。 

 予定貸借対照表、３ページ、４ページ。 

 補正予算明細書、収益的収入及び支出、５ページ。 

 給与費明細書、６ページ、７ページ。 

 以上、補正予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第３５号は、福祉産業建設委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３５号令和５年度吉富町下水道

事業会計補正予算（第１号）については、福祉産業建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第３６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（山本 定生君）  日程第７、議案第３６号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを

議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  それでは、議案書８ページをお願いいたします。 
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 固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 本町固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいので同意を求める。 

 住所、吉富町大字幸子９６２番地１、氏名、木戸信一。昭和３８年１２月２９日生まれ。令和

５年６月２３日をもって任期が満了する木戸信一氏を再選任したいので、地方税法第４２３条第

３項の規定により町議会の同意を求めるものでございます。 

 木戸氏は、現在５９歳で、昭和５７年４月に福岡国税局に入庁され、福岡、熊本、大阪の各国

税局、神戸、行橋、小倉などの各税務所に勤務。主には、法人課税部門で事務に従事され、平成

２５年８月、八幡税務所特別国税調査官付上席国税調査官で国税局を退職されました。その後、

平成２５年１１月に税理士として開業をされ、現在に至っております。長年にわたる国税局、税

務所での勤務、そして、税理士としての職務経験により、地方税制について優れた見識と豊かな

経験を有しており、残る２名の委員が民間の不動産業経営者と町職員ＯＢであることから、委員

構成の面からも税理士である木戸氏は、固定資産評価審査委員会委員として適任者であると考え

ております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  これより質疑に入ります。本案に対して質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３６号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３６号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３６号固定資産評価審査委員会

委員の選任については、原案のとおり同意することに決しました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議案第３７号 農業委員会委員の任命について 

○議長（山本 定生君）  日程第８、議案第３７号農業委員会委員の任命についてを議題といたし

ます。 

 担当課長に内容の説明を求めます。地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  議案書の９ページをお願いいたします。 

 農業委員会委員の任命について。 

 令和５年７月１９日をもって、農業委員会委員の任期が満了となるため、新たに委員を任命す

ることについて、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、町議会の同意を求める

ものでございます。 

 委員として提案する方々の住所、氏名、生年月日は記載のとおりです。その詳細について説明

させていただきます。 

 まず、同法施行規則第２条第２号により、認定農業者を委員の４分の１とすることが規定され

ています。したがって、条例で定められた１４名の委員の中で、４分の１に当たる４名について、

吉富町認定農業者担い手農家連絡協議会から推薦を受けた方々として、髙橋初美さん、松本久則

さん、山本幸雄さん、堤久英さんを、次に、法第８条第７項の農業委員の任命に当たり、年齢、

性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないことから、福岡県農業委員会女性

ネットワークより推薦を受けた２名、井上幸子さんと１０ページの山本学美さんを、続いて、農

業委員会は、農地等の権利移譲の許可や農地転用許可に関する意見具申等を行っており、その公

平公正な判断が強く求められる組織であるため、法第８条第６項に基づき、農業分野以外の者の

意見を反映させる中立委員を１名以上任命する必要がございます。そのため、吉富町商工会から、

役場ＯＢで商工会事務局長として推薦を受けた奥田健一さんを、最後に、農地転用の審議を行う

上で、地区別に水利や耕作への影響を判断する必要があることから、吉富町生産組合長会から推

薦を受けた７名の賀部正直さん、重吉信之さん、太田実秋さん、横川信友さん、髙尾賢二さん、

菊啓治さん、若山清敏さんを提案するものでございます。 

 以上が議案の内容となります。御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  これより質疑に入ります。本案に対して質疑ありませんか。横川議員。 

○議員（６番 横川 清一君）  御質疑いたします。 

 人選については何も言うことはありませんが、各地区、今、農業の従事者、後継者不足、高齢

化で、こういう地域ネットワークの人選というのはなかなか難しくなっております。それで、今

後はどういうふうに任命していくのか、条例改正も含めて何かお考えがあれば教えていただきた
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いと思います。 

○議長（山本 定生君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  先ほど議員がおっしゃったとおり、各地区、この農業委員を含

めて、土地改良区そして生産組合協会、担い手に集約するということだと、高齢化が問題となっ

ておりまして、大変、今、農業の担い手不足、そして、役員の不足というのが問題視されており

ます。この農業委員会等に関する法律につきましては、法律で定めがあることから、最低のこの

１４名というものを確保しないといけないというふうに規定されております。 

 そこで、各農業者が継続的に、農業が持続的にできるように、今回御議決いただきました農業

の多面的支払交付金、このようなものを活用しながら、地域の農業者が継続的に、ボランティア

の方も踏まえて、継続的な農業を支えるような仕組みづくりを吉富町で今後、執り行うというこ

とが必要だと思います。 

 集約化とそれを支える人たちが一体となって吉富町の農業を支えていく。これこそが農業の担

い手をバックアップするとともに、役員になられた方もサポートする仕組みができるものという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３７号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３７号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３７号農業委員会委員の任命に

ついては、原案のとおり同意することに決しました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．報告第２号 繰越明許費繰越計算書について（一般会計） 

○議長（山本 定生君）  日程第９、報告第２号繰越明許費繰越計算書について（一般会計）を議

題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  それでは、議案書１２ページをお願いいたします。 

 報告第２号繰越明許費繰越計算書についてでございます。 

 令和４年度吉富町一般会計の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治

法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。 

 本報告につきましては、地方自治法第２１３条第１項の規定に基づきまして、令和５年度へ繰

り越すべき事業費並びに財源が決定し、繰越計算書を調整しましたので、これを報告するもので

す。 

 内容につきましては、議案書１３ページを御覧ください。 

 まず、２款総務費１項総務管理費、地方公務員定年引上げ対応人事給与システム改修事業で、

翌年度繰越額２０３万５,０００円でございます。こちらは、昨年度条例改正を御議決いただき

ました地方公務員の定年引上げに係る人事給与システムの改修事業でございます。国から示され

た仕様書の提示時期が遅れ、プログラム開発に時間を要したことから、年度内に事業が完了しな

かったため、令和５年度に繰り越したものでございます。財源は全て一般財源となっております。 

 次に、同じく２款総務費１項総務管理費、インボイス対応財務会計システム改修事業で、翌年

度繰越額１０７万３,０００円でございます。令和５年１０月から開始されるインボイス制度に

対応するための財務会計システム改修事業でございます。主に納付書等の様式の変更となります

が、国が当初予定していた制度内容を一部見直したことによります影響もあり、システム改修の

プログラム開発が年度内に完了しなかったため、令和５年度に繰り越したものでございます。財

源は全て一般財源となっております。 

 次に、８款土木費２項道路橋梁費、道路更新防災対策事業で、翌年度繰越額６６５万

５,０００円でございます。広津上地区のみちのり橋改修工事について、警察協議の結果、交通

誘導員の配置など工事着手に向けた調整が必要となったことから、年度内の事業実施が困難とな

ったため、令和５年度に繰り越したものでございます。 

 財源は、国庫補助金が２６０万２,０００円、町債が１７０万円、一般財源が２３５万

３,０００円となっております。 

 最後に、８款土木費５項住宅費、町営幸子団地住戸改善等改修事業で、翌年度繰越額

２,２２２万４,０００円でございます。今年度計画をしております外壁改修工事について、確実



- 12 - 

な補助金の確保のため、補助金の一部を令和４年度補正予算で対応してもらいたい旨の福岡県か

らの要請に基づきまして、事業費の一部を令和４年度補正予算にて計上し、これをそのまま令和

５年度に繰り越したものでございます。 

 財源としましては、既収入特定財源である国庫補助金が１,０００万円、残りが一般財源とな

っております。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（山本 定生君）  以上で報告説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．報告第３号 繰越計算書について（水道事業会計） 

○議長（山本 定生君）  日程第１０、報告第３号繰越計算書について（水道事業会計）を議題と

いたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  それでは、議案書１４ページをお願いいたします。 

 報告第３号繰越計算書についてでございます。令和４年度吉富町水道事業会計予算繰越計算書

について、別紙のとおり翌年度に繰り越しましたので、地方公営企業法第２６条第３項の規定に

基づきまして、令和５年度へ繰り越すべき建設改良費及び財源が決定し、繰越計算書を調製いた

しましたので、これを報告するものでございます。 

 １５ページをお願いいたします。繰越計算書でございます。 

 １款資本的支出１項建設改良費、事業名は配水設備改良及び拡張事業で、予算計上額、翌年度

繰越額はともに１億３７４万３,０００円でございます。内容は、幸子浄水場送水ポンプ施設改

良工事におきまして、半導体不足による電気部品等の品薄、入荷遅れにより、電気制御盤の製作

が予定より遅れるため、現工事内での工事の完成が困難であるというふうに判断をいたしまして、

繰越工事の扱いとしたものでございます。 

 現在、その電気制御盤も無事に設置され、工事は完成に向けて順調に進んでおります。 

 また、下水道工事に合わせて施工している、県道山内吉富線での配水管の拡張工事は、下水道

工事の工期が令和５年度にまたぎ、繰越工事として施工しているため、上水道配水管工事も繰越

しをしているものでございます。こちらのほうも無事に配管工事のほうは終わりまして、残すは

舗装工事のみというような状況になっております。 

 もう一点あります。県道中津豊前線、吉富中学校前の県道なんですが、佐井川橋の西側付近に

なります。配水管の敷設替え工事を現在進めているわけですが、これは令和４年度末に本管の漏

水を発見をし、すぐに修繕工事を行いました。その際、その先の水道管が極端に腐食、摩耗して

おるというようなものを現地のほうで確認をいたしました。その状況から、これは修理を急ぐ必
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要があるというふうに判断をいたしまして、新年度を待たずに早急に工事を計画し、傷んでいる

水道管の敷設替えを行い、安定給水を図ろうとしているものでございます。 

 財源の内訳といたしましては、国庫補助金が１,６５３万８,０００円、企業債が８,６７０万

円、一般財源といたしまして損益勘定留保資金から５０万５,０００円を充てております。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（山本 定生君）  以上で報告説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．報告第４号 繰越計算書について（下水道事業会計） 

○議長（山本 定生君）  日程第１１、報告第４号繰越計算書について（下水道事業会計）を議題

といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  それでは、引き続き１６ページをお願いいたします。 

 報告第４号繰越計算書についてでございます。令和４年度吉富町下水道事業会計予算繰越計算

書について、別紙のとおり翌年度に繰り越しましたので、地方公営企業法第２６条第３項の規定

に基づきまして、令和５年度へ繰り越すべき建設改良費及び財源が決定し、繰越計算書を調製い

たしましたので、これを御報告するものでございます。 

 １７ページをお願いいたします。繰越計算書でございます。 

 １款資本的支出１項建設改良費、事業名は公共下水道事業であります。予算計上額、翌年度繰

越額ともに２億４,８３４万６,０００円でございます。内容は、令和４年度公共下水道事業、県

道山内吉富線面整備管渠（第２工区）築造工事でありますが、推進工法と通常の開削工法で施工

する規模が大きい工事のため、発注当時から令和５年度に繰り越して施工するものとして進めて

まいりました。現在は、工事も順調に進捗をいたしまして、水道工事と同様、舗装工事のみを残

すというような状況になっております。 

 財源の内訳といたしましては、企業債が１億３,５４０万円、国庫補助金が１億４０万円、負

担金等が４４６万９,８００円、一般財源といたしまして損益勘定留保資金８０７万６,２００円

を充てております。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（山本 定生君）  以上で報告説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．報告第５号 経営状況の報告について（土地開発公社） 

○議長（山本 定生君）  日程第１２、報告第５号経営状況の報告について（土地開発公社）を議

題といたします。 



- 14 - 

 担当課長に内容の説明を求めます。未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  議案書の１８ページをお願いいたします。 

 報告第５号経営状況の報告について。 

 令和４年度吉富町土地開発公社の経営状況について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

により、別紙のとおり報告する。 

 この規定につきましては、地方公共団体が出資している土地開発公社につきまして、地方公共

団体の長は、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、次の議会に提出

しなければならないという規定に基づいてでございます。 

 続きまして、別紙の事業報告書をよろしくお願いします。１ページをお願いいたします。 

 令和４年度事業報告書。１、事業の概要です。公有地の拡大の推進に関する法律の趣旨に基づ

き、町当局の当面した地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進のため協力いたしました。 

 ２、事業の実施状況です。令和４年度は公有地の取得及び売却はございませんでした。 

 ３、理事会の議決事項です。令和４年５月２６日と令和５年３月３０日の２回、理事会を開催

しております。議決内容につきましては記載のとおりでございます。 

 ２ページをお願いいたします。役職員につきましては、令和５年３月３１日現在の役職員の状

況でございます。民間より５名、行政内部より７名の計１２名を配置しております。 

 続きまして３ページです。監査の状況です。監査の日時、場所、監事名、監査項目を記載して

おります。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。令和４年度月別資金状況です。４ページ左上の前年

度からの繰越額は５９２万８,９７３円で、５ページ右下の３月末の資金の残高は５８４万

９,１３１円となっています。４月の支出、一般管理費３,０００円は、監査を行った民間選出監

事に対する役員報酬です。５月の支出６万２,０００円は、法人町民税５万円と理事会に出席い

ただいた民間選出役員４名分の報酬１万２,０００円となっています。８月の収入１２９円は、

定期預金利息１００円と普通預金利息２９円となっています。２月の収入２９円は、普通預金の

利息となっています。３月の支出１万５,０００円については、理事会出席役員５名分の報酬と

なっています。 

 ６ページをお願いいたします。６ページから７ページにわたりましては、事業管理費と一般管

理費の月別の支出内容で、内容は先ほどと同様で、右下の合計８万円を支出しております。 

 ８ページをお願いします。８ページ、９ページにわたりまして、予算決算対照表の収入の部で

ございます。９ページの左下、収入の部の合計といたしまして、予算現額５９３万４,０００円

に対しまして、収入済額は５９２万９,１３１円で、予算現額と収入済額との比較では

４,８６９円の不足となっています。 
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 １０ページをお願いします。１０ページ、１１ページにわたりましては、支出の部でございま

す。１１ページの左下、支出の部の合計といたしまして、予算現額５９３万４,０００円に対し、

支出済額は８万円で、不用額は５８５万４,０００円となっています。 

 １２ページをお願いいたします。損益計算書でございます。３の販売費及び一般管理費で８万

円を支出しています。収入は、現在は町からの助成金を頂いておりませんので、４の事業外収益

の受取利息１５８円のみとなっており、収入より支出のほうが多いので、その差額７万

９,８４２円が当期純損失となります。 

 １３ページです。貸借対照表です。令和５年３月３１日現在でございます。上段の資産の部は、

現金及び預金のみで１,０８４万９,１３１円となっています。負債の部はございません。下段の

資本の部では、基本財産は５００万円でございます。準備金は、前期繰越準備金が５９２万

８,９７３円でありましたが、当期は７万９,８４２円の損失ですので、準備金合計は５８４万

９,１３１円となります。 

 資本合計は、資本金と準備金の合計１,０８４万９,１３１円で、負債の部はありませんので、

負債資本合計も同じく１,０８４万９,１３１円となっています。 

 １４ページをお願いします。キャッシュ・フロー計算書でございます。令和４年度の現金収支

の状況を示しています。支出合計８万円に対し、収入が１５８円で、４、現金及び現金同等物減

少額は７万９,８４２円となっています。期首の現金は５９２万８,９７３円でありましたが、期

末の現金は５８４万９,１３１円となっております。 

 １５ページをお願いします。公有用地明細書です。現在、公有用地はございません。財産の部

でございます。現金預金と定期預金のみで、合計１,０８４万９,１３１円となっています。 

 １６ページをお願いいたします。監査意見書でございます。 

 １７ページをお願いします。令和４年度分利益金処分計算書でございます。前期繰越準備金は

５９２万８,９７３円でしたが、当期は損失が７万９,８４２円ですので、当年度末処分利益金は

５８４万９,１３１円となります。処分額も同額の５８４万９,１３１円で、次期繰越準備金とし

て処分するものでございます。 

 １８ページ以降につきましては、令和５年度の予算書で、参考資料となっております。収入支

出の予算の総額はそれぞれ５８５万５,０００円となっております。 

 以上で令和４年度吉富町土地開発公社事業報告を終わります。 

○議長（山本 定生君）  以上で報告説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（山本 定生君）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。長時間お疲れさまでした。 
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午前10時42分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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